
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
五
十
一
号

恩
給
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
充
当
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
総
務
省
令

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
恩
給
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
充

当
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
総
務
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

恩
給
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
恩
給
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
に
係
る
債
権
（
以
下
「
返

還
金
債
権
」
と
い
う
。
）
へ
の
充
当
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
恩
給
権
者
の
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
扶
助
料
権
者
（
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
当
該
恩
給
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当
該
恩
給
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還

金
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
で
あ
る
と
き
。

二
　
扶
助
料
権
者
が
、
同
一
支
給
事
由
に
基
づ
く
他
の
扶
助
料
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当
該
扶
助
料
（
傷
病
者
遺
族
特

別
年
金
を
含
む
。
）
の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
で
あ
る

と
き
。附

　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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